
請求の基本的な流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※通常，申請から支給まで約３ヶ月かかります。  

お子さんが学校でけがをした  

医療機関で治療  
治療なし  

※給付はありません  

審査の結果，認定されれば  

給付金が支払われます  

1 ,500 円未満  

※給付はありません  

医療機関の窓口で支払った

金額（保険診療）が  

1 ,500 円以上  

教育委員会から  

日本スポーツ振興センターに  

請求を行う  

学校から教育委員会に  

申請を行う  

学校から必要書類を受け取り，  

医療機関に記入してもらう  

学校に必要書類を提出する  

子ども医療費助成制度を  

利用された方へ  

 

支払額が 1 ,500 円未満で  

あっても，総医療費が  

5 ,000 円以上の場合は，  

学校に相談して ください  


